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平成１８年度事業報報告 
 

第１ 事業の概況 

 当協会は、簡易保険加入者の会の使命遂行に協力し、加入者共同の利益と福祉の増進を

図るとともに、簡易生命保険事業の一層の普及発達、ラジオ体操・みんなの体操の普及推

進及び簡易生命保険事業に従事する職員の能力向上に寄与するため、平成１８年度は次の

とおり実施しました。 

 

１ 公益事業 

  簡易保険加入者の会の使命遂行、簡易生命保険事業の普及発達及びラジオ体操・みん

なの体操の普及に貢献するため、次の施策を行いました。 

 (1) 簡易保険加入者の会の事務処理 

   平成１８年度は、簡易保険加入者の会の事務局として、４月から６月にかけて、全

国６９箇所で、単位加入者の会及び県（地区）連合加入者の会の会議開催事務を行い

ました。これらの会議で出された加入者の会からの意見要望等については、取りまと

めの上、公社に提出しました。 

   しかし、地方連合及び中央連合加入者の会会議については、公社の民営分社化のた

めの事業体制等検討の最中であること等を勘案し、昨年度に引き続き開催を見送りま

した。 

 

 (2) 簡易生命保険に関する調査・研究及び助成 

   (財)簡易保険文化財団と共同で、保険文化の発展向上と簡易生命保険事業の発展に

寄与することを目的に学者、実務家等に助成を行っています。 

   平成１８年度の調査・研究助成への応募者は３６名(前年度３５名)あり、２０名(前

年度１９名)に助成しました。 

 

 (3) 簡易生命保険事業の普及活動に対する支援 

   一般の方々を対象とした講演会、セミナー等に、簡易生命保険事業に深い理解を有

する有識者及び卓越した営業能力を有する簡易保険経験者を講師として派遣しました。 

   講師派遣状況 

   派遣会場数   26 会場 

   参加人員    延べ ６,568 人 

 

 (4) 簡易生命保険事業功労者の顕彰 

   簡易生命保険事業の普及発展に多大な貢献をされた方々に対し、簡易保険特別功労

賞を贈呈しておりますが、平成１８年度は、学者等１人、簡易保険加入者の会及びラ

ジオ体操関係者１２人、元郵政公社職員４人の合計１７人（これまでの贈呈者数５８

０人）の方々に贈呈しました。 

 

 (5) ラジオ体操・みんなの体操普及推進事業 

   ラジオ体操・みんなの体操の一層の普及推進を図るため、平成１８年度は次の施策

を実施しました。 

  ア 「ラジオ体操・みんなの体操健康タウン」推進モデル地域の支援 

    平成１７年度に引き続き、住民の健康づくりを推進している埼玉県鶴ヶ島市、新

座市、神奈川県相模原市の３市でラジオ体操講習会を４～５日間実施したほか、新

たに、神奈川県横須賀市及び横浜市磯子区において講習会を実施し、指導者の育成
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やラジオ体操の普及に大いに効果を上げたところです。 

  イ (社)全国子ども会連合会指導者へのラジオ体操講習会の実施 

    (社)全国子ども会連合会との連携の下に、地方における子ども会指導者に対して

ラジオ体操講習会を５会場（千葉県、埼玉県、長野県、滋賀県、香川県、約５００

名）で実施しました。講習会を終了した指導者は、今後それぞれの地域の子ども会

においてラジオ体操を指導していただきます。 

  ウ 全国ラジオ体操連盟公認指導者資格認定制度の支援 

    この資格認定制度は、平成１７年１０月に創設され、平成１８年度で２目となり

ます。平成１７年度は東京地区に限定して実施されましたが、平成１８年度は、札

幌（１０月１５日）、広島（１０月２９日）、東京（１１月１２日）の３会場におい

て実施され、当協会も全面的に支援しました。平成１８年度の認定者数は、１級１

６名、２級７７名、指導員４２１名でした。 

  エ 「早寝早起き朝ごはん」国民運動への参画支援 

    最近の我が国における子どもの学力や運動能力の低下は、社会の根幹を揺るがし

かねない喫緊の課題であることから、文部科学省の主宰により平成１８年度から「早

寝早起き朝ごはん」国民運動がスタートしました。全国ラジオ体操連盟はこの運動

に参画し、昨年８月に「早起きをして、親子で一緒に会社出勤！」イベントが開催

され、その行事の一環としておこなわれた｢親子そろって丸の内でラジオ体操」に、

連盟からも講師を派遣しました。この国民運動については、ラジオ体操の趣旨とも

一致することから、当協会としても今後とも支援していきます。 

 

２ 教育事業 

  簡易生命保険事業の普及発達に寄与するため、次のとおり、従事する職員の能力開発・

向上の支援を行いました。 

 (1) 通信教育の実施 

   日本郵政公社のアクションプラン重点事項を支援するため、「ＦＰ技能士チャレンジ

講座」（総受講生数は 1,541 名）、パソコン等を活用して申込み、受講、添削等が行え

る「かんぽＬＣ実践講座」（総受講生数は 1,941 名）を開設したほか、自己啓発のため

の「営業能力向上チャレンジ｣｢年金アドバイザー養成｣｢コンプライアンス・個人情報

保護｣の３講座を開設（総受講生数は 271 名）しました。 

 

 (2) Kampo-Net-Academy の運営 

   平成１５年開講の双方向性を持つｅ－ラーニング教育サイト（Kampo-Net-Academy）

の会員数は着実に伸び、平成１９年３月末現在で 7,937 名（前年同期 4,100 名）です。 

 

 (3) 営業能力向上研修の実施 

   簡易保険の営業に必要なノウハウ等を身につけさせるため、営業経験豊富な３名の

ＯＢ講師による同行指導及びロールプレィングを中心とした実践研修を郵政公社東京

支社管内で実施しました。 

 

 (4) 教育教材等の出版 

   簡易保険事業関係職員の月刊総合誌「保険展望」（月刊発行数 23,000 部）のほか、

「かんぽセールス」（隔月発行数 11,000 部）、「ラルゴ」（年４回発行・各期 37,000 部）、

「簡易保険税金ハンドブック」、「かんぽ事務取扱Ｑ＆Ａ」、「かんぽあかるい家庭 200

号記念号」（48,000 部）等を発行しました。 
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３ 災害見舞事業 

  平成１８年度における災害見舞事業は、集金受託事業の縮小に伴う出張所の統廃合が

急速に進んだこと、改正保険業法の施行、公益法人改革の進展等から、事業基盤の強化、

コンプライアンス・個人情報の保護・管理の徹底に、次のとおり取り組みました。 

 (1) 事業運営に必要な寄金収入の確保 

   経営目標額 138 億 1,240 万円の計画に対して募金実績額は約 121 億 1,430 万円、推

進率 87.7％、金額にして約 16 億 9,800 万円の不足となりました｡ 

   この原因は、集金受託業務の減少が急速に進み、これに伴う出張所の減少、集金業

務を兼務する募金参与の減少、集金先の減少に伴う募金先の減少等であります。 

   一方、見舞金贈呈額は、約 38 億 9，300 万円で、件数にして１0,5１8 件の贈呈を行

いました。これは、当初の見込み額 48 億円に対して 9億 700 万円の減となります。 

   その他経費の節減等にも努め、新たな特別危険準備金組み入れ額は 41 億 3,500 万円

となり、累計額が 247 億 1,600 万円となりました。 

 

 (2) 募金力のある参与の育成及び出張所長等のマネジメント力の強化 

   集金受託業務の減少による募金の原動力である参与の減少等に対処するため、募金

力のある参与の育成、参与を指導育成する立場にある出張所長等のマネジメント力の

強化を図るため、レベルアップ研修を実施するとともに、参与が自主的に行う勉強会

の支援にも取り組みました。 

 

 (3) 寄金推進体制の強化 

   出張所の廃止に伴い新たな営業の拠点として見舞事務局設置を進め、平成１８年度

末の見舞事務局設置数が約 190 所となっております。 

   また、平成 17 年度下期から大規模地方本部を中心に配置した 6人の営業専門指導員

により、出張所長･事務局代表者等への営業ノウハウの付与の強化に取り組みました。 

 

 (4) コンプライアンス、個人情報の保護・管理の徹底 

   全参与に対する研修会及び、出張所長等に対する勉強会等を実施するとともに、個

別対話等を通じてその遵守･励行の徹底を図りました。 

 

 (5) 資金運用 

   平成 18 年度は自然災害の発生が少なく、見舞金の贈呈額が予算額を下回ったこと、

経費節減に努めたこと等により収支差額が増え、運用原資は当初見込額 51 億円より

12 億円増加して 63 億円となりました。 

   運用額は、国債・地方債・政府保証債が 227 億 5,900 万円、公社公団債が 9 億 200

万円、社債が 63 億 4,500 万円、外貨建外債が 8,300 万円となりました。 

   この結果、運用利回りは 2.25％となりました。 

 

４ 集金等受託事業 

  平成１８年度の集金保険料受託額は、平成１７年度に引続き払込団体の急速な整備が

進行したことから、年間で４６．８％減少し、極めて厳しい事業運営となっています。 

  こうした事業運営環境に対応するため、平成１８年度も大幅な出張所の統廃合、職員

の減員等の合理化施策を強化するとともに、経費の効率的かつ適正な使用を積極的に促

進し、健全な事業運営基盤づくりに努めてきたところであり、その運営状況は次のとお

りです。 

 (1) 受託事業の規模は、平成１９年３月末で、受託件数１５７万件(前年同期３１９万件、
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同期比４９．３％）、受託保険料２９９億円（前年同期５６２億円、同期比５３．２％）

であり、前年同期比では約５割減少しています。 

 

 (2) 事業所等の組織状況は、平成１９年３月末で、出張所数２２１か所（前年同期３１

５か所）、出張所職員数３６９人（前年同期６２０人）であり、職員数は前年同期比で

約 4割の減となっています。 

   これは、各地方本部が、事業の合理化施策として平成 18 年度も出張所の大幅な統廃

合に積極的に取組むとともに、事務量に見合った適正な職員配置に努めたことによる

ものです。 

 

 (3) 平成１８年度の事業損益については、収益が８９億２１百万円（前年度は１７５億

２百万円）で、費用は８１億８３百万円（前年度は１４９億６９百万円）となってい

ます。収益は前年度比５１．０％に減少し、事業の縮小が著しい極めて厳しい環境下

での事業運営でありましたが、効率化による費用の削減を図ったことにより、費用が

前年度比５４．７％に減少したため、当期経常増減額は 7 億３８百万円となり、健全

経営を確保することができました。 

   なお、経常外増減の部を含めた当期一般正味財産増加は約１０億円となりますが、

今年度は、受託事業安定化積立資金への繰入れはせず、平成１９年度に生じる運転資

金の不足に充てることとします。 

 

 (4) 平成１７年１０月３１日の東京国税不服審判所長裁決に基づき芝税務署及び各地方

公共団体と平成１２事業年度から平成１６事業年度分の納税還付金について調整を行

ってきた結果、平成１９年１月末に還付金総額２１億６４百万円が確定したことから、

返還処理に要した経費等（元会員への郵送料、発送代行業者請負費、税の追加納付額

等）５億１１百万円を控除した１６億５３百万円を納税当時に委託契約を締結してい

た払込団体（払込団体が解散している場合は所属していた元会員）に返還しています。 

   なお、払込団体へは平成１９年 3月末までに返還が終了し、元会員には平成 19 年６

月中旬までに返還が終了する予定です。 

 

５ コンプライアンス徹底の取り組み 

  当協会の各事業に対するお客さまからの信頼に応えるため、あらゆる事業活動におい

てコンプライアンスを徹底し、事故犯罪・不祥事件等の発生を防止していくことが必要

であり、平成１８年度は、次のとおり取り組みました。 

 (1) コンプライアンス基本方針等の制定 

  ア コンプライアンス基本方針・同マニュアルの制定 

  イ 個人情報の保護・管理を徹底するため、指導通達等の整備・発出 

 

 (2) 教育・指導の徹底 

   お客さまの信頼に応えるため、職員及び業務受託者等の教育・指導を徹底し、その

理解・浸透を図りました。 

  ア 個人情報の保護・管理を徹底するための教育実施計画の制定と計画に基づく実施

状況の評価反省、指導状況の記録の徹底 

  イ 保険業法に定める災害見舞募集時の禁止行為等の理解・浸透、遵守の徹底を図る

ための講習会の実施 

  ウ 集金受託者、募金参与に対する「基本動作８項目ﾌﾟﾗｽ１」の指導徹底、自己点検

結果を踏まえた改善指導の徹底 
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 (3) モニタリングの導入 

   平成 18 年 11 月から出張所の実態を把握し、不適正取扱の是正等を行うため、各地

方本部及び出張所等職員・業務受託者に対し、本部及び地方本部職員等によるモニタ

リングを導入しています。 

 

 (4) 内部監査の充実 

   業務の改善及び事故犯罪の防止を図るとともに、事業基盤の強化に資するため、地

方本部及び出張所に対する一般監査を行ってきたが、個人情報の保護・管理に関する

監査項目を充実させたほか、各地方本部毎に重点監査項目を設定する等監査を有効に

活用し、コンプライアンスの徹底を図りました。 

 

６ 公益法人改革等への対応 

  平成１８年４月に施行された改正保険業法、同６月に公布され、平成２０年１２月施

行予定の公益法人制度改革三法等を受け、当協会の公益部門、集金受託事業、災害見舞

事業及び教育事業の将来における経営形態等について、情報収集を含め勉強、検討をし

てきましたが、まだ、結論を出す段階に至っていません。 
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第２ 会議の開催 

 財団法人簡易保険加入者協会寄附行為第 22 条により、評議員会、理事会を次のとおり開

催いたしました。 

 １　評議員会

開催回
開催年月日
開催場所

議　　　　事 参　　　　考

第１６２回
Ｈ18.6.23（金）
KKR HOTEL TOKYO

○議案
　第１号；平成1７年度事業報告書（案）
　第２号；平成1７年度決算報告書（案）
○説明事項なし

・議案はいずれも全員賛成（書面表決
　を含む。）で承認された
・２６名中、１９名出席（７名は書面
　表決により賛成）

第１６３回

H18.7.18(火)
書面表決（協会
寄附行為第22条
第3項に基づくも
の）

○議案：役員の選任
　当協会理事３名の辞任に伴い、新たに２
名を選任
○説明事項
　なし

・議案どおり全員賛成で承認された
・任期は17.8.1～19.7.31

第１６４回
H19,3,20(火)
ゆうぽうと

○議案
　第1号　平成19年度事業計画書（案）
　第2号　平成18年度変更収支予算書(案)
　第3号　平成19年度収支予算書(案)
○説明事項・平成18年度中間事業報告につ
　いて
　・「平成18年度重大事故等発生状況及び
　重大事故等発生時の対応方針」について
　説明し了承を得た

議案はすべて全会一致（書面表決を
含む）で承認された
･２６名中、１９名出席(７名は書面表
　決により賛成)

２　理事会

開催回
開催年月日
開催場所

議　　　　事 参　　　　考

第１回
H18.6.23（金）
KKR HOTEL TOKYO

○議案
　第１号；平成1７年度事業報告書（案）
　第２号；平成1７年度決算報告書（案）
○説明事項なし

・議案はいずれも全員賛成（書面表決
　を含む。）で承認された
・２１名中、１８名出席（３名は書面
　表決により賛成）

第２回
H19,3,20(火)
ゆうぽぅと

○議案
　第1号　平成19年度事業計画書（案）
　第2号　平成18年度変更収支予算書(案)
　第3号　平成19年度収支予算書(案)
○説明事項・平成18年度中間事業報告につ
　いて
　・「平成18年度重大事故等発生状況及び
　重大事故等発生時の対応方針」について
　説明し了承を得た

議案はすべて全会一致（書面表決を
含む）で承認された
･１９名中、１６名出席(３名は書面表
　決により賛成)


